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平成２４年度 

 郵政福祉育英貸付募集要項  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本部・地方本部所在地及び問い合わせ先 
 所 在 地 電 話 番 号 

本 部 105-0001 東京都港区虎ノ門 1丁目 14番 1号 03-3502-3762 
北 海 道 060-0061 札幌市中央区南 1条西 5丁目 20 011-218-8070 
東 北 980-8650 仙台市青葉区五橋 2丁目 4-2 022-262-2166 
関 東 130-8568 墨田区緑 4丁目 20-7 03-3635-7281 

東 京 105-0001 港区虎ノ門 2丁目 9-14 03-3592-5581 

信 越 381-8535 長野市高田 654-1 026-223-1771 

北 陸 920-0901 金沢市彦三町 2-5-27 076-262-6245 

東 海 461-0014 名古屋市東区橦木町 1丁目 21-2 052-971-1095 

近 畿 530-0027 大阪市北区堂山町 1丁目 5 06-6312-7581 

中 国 730-0005 広島市中区西白島町 17-13 082-221-5444 

四 国 790-0066 松山市宮田町 131-1 089-945-1221 

九  州 860-0846 熊本市城東町 3-1 096-355-9301 

沖  縄 900-0032 那覇市松山 1丁目 32-7 098-863-0802 
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1 貸付対象者 

貸付申込者は、日本郵政グループの社員（郵政福祉が定めた準ずる団体の役職

員含む）であって、かつ、その扶養するものが学校教育法に規程する大学又は高等

専門学校、専修学校（「専門課程」２年以上）に平成 24 年度入学及び在学している

方に限ります。 

なお、申込が 2名以上の場合は、優先順位を付してください。 

 

2 申込手続と申込受付締切日 

育英貸付の申込者は、「育英貸付申込書」を郵政福祉から交付を受け（ホームペ

ージからのダウンロードも可）、必要事項を記入のうえ、記名、捺印し、平成 23 年分

給与所得の源泉徴収票及び平成24年 4月 1日以降の在学証明書（原本）を添付し、

平成 24年 4月 30日（当日消印有効）までに郵政福祉本部あて郵送願います。 

 

3 個人情報提供の同意 

育英貸付の申込に当たっては、当法人が債権管理上で必要な次の個人情報に

ついて、所属会社から(財)郵政福祉に情報が提供されることをご了承ください。 

《所属会社から提供される個人情報》 

・最新の所属情報（会社・事業所・部課） 

・氏名 

・控除不能の理由（退職・休職・育児休業・出向等）及び当該理由の発生年月日 

 

4 選 考 

貸付申込者の郵政部内在職年数、年間給与総支給額、家族数（修学者を含む扶

養人数）及び通学区分等を考慮します。 

 

5 貸付の可否の決定と通知 

可否の決定は、育英貸付選考基準により決定し、結果については平成 24 年 6月

初旬頃ご通知します。 

 

6 貸付決定者の手続き 

貸付決定通知に同封の「貸付金交付請求書」に必要事項を記入のうえ、記名、捺

印し、定められた期日までに郵送願います。理由なく期日までに到着しなかったとき

は、貸付金の交付はいたしません。 

なお、貸付金交付請求書には、日本郵政グループの社員（雇用期間の定めのな
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い者）1名の連帯保証人連署を必要とします。 

 

7 貸付金額、貸付期間 

貸付金月額 30,000 円を、被扶養者の在学する学校の最短修業期間（但し医学部

は 6年間）内で請求者が希望する期間貸付けます。 

 

8 貸付金の交付 

貸付金は、平成 24年 7月と 9月に、次年以降は、4月（在学証明書が到着したも

の）と 9月に、それぞれ 18万円を請求者の指定する郵便貯金口座に送金します。 

 

9 貸付金の弁済 

育英貸付金は、貸付対応期間が満了した翌月から、月賦均等払い、夏期手当て

及び年末手当から弁済していただきます。 

 

10 貸付利息 

貸付金には、貸付対応期間が満了した翌月から、年利 2.4％（月利 0.2％）の割合

で利息がつきます。但し、貸付の弁済を怠ったときは、遅滞金として年利 2.4％（月利

0.2％）が加算されます。 


